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令和４年会津美里町議会定例会１月会議 

 

議事日程 第１号 

 

令和４年１月１１日（火）午後１時３０分開会 

 

諸般の報告 

    ①説明員の報告（別紙のとおり）                           

第１ 会議録署名議員の指名                                 

第２ 会期の決定                                      

第３ 議案の上程及び提案理由の説明                             

第４ 議案第１号 令和３年度会津美里町一般会計補正予算（第１３号）             

第５ 議案第２号 改築学校給食センター（仮称）消耗品購入契約について            

第６ 議案第３号 改築学校給食センター（仮称）備品購入契約について             

                                             

本日の会議に付した事件 

  議事日程に同じ 
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               開 会  （午後 １時３０分） 

    〇開会の宣告 

〇議長（横山知世志君） ただいまから令和４年会津美里町議会定例会１月会議を開会いたします。 

                                             

    〇開議の宣告 

〇議長（横山知世志君） これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

                                             

    〇諸般の報告 

〇議長（横山知世志君） 日程に入ります前に、諸般の報告を行います。 

 説明員の報告はお手元に配付したとおりです。 

                                             

    〇会議録署名議員の指名 

〇議長（横山知世志君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、本町議会会議規則第127条の規定により、 

    ７番  村 松   尚 君 

    ８番  小 島 裕 子 君 

の両名を指名いたします。 

                                             

    〇会期の決定 

〇議長（横山知世志君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。定例会の会期は、本日から12月までの通年としたいと思いますが、これにご異

議ございませんか。 

               〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（横山知世志君） 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から12月までの通年と決定いたしました。 

                                             

    〇議案の上程及び提案理由の説明 

〇議長（横山知世志君） 日程第３、議案の上程及び提案理由の説明を行います。 

 本会議に送達されました事件は、会津美里町長より、議案第１号から議案第３号の計３議案であり

ます。 

 お諮りいたします。本日は、議案を別紙付議事件一覧表のとおり上程し、提案者からの説明を求め

たいと思いますが、これにご異議ございませんか。 
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               〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（横山知世志君） 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま宣告のとおり議事を進行いたします。 

 提案者からの提案理由の説明を求めます。 

 町長、杉山純一君。 

               〔町長（杉山純一君）登壇〕 

〇町長（杉山純一君） 改めて、新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し

上げます。 

 本日、令和４年会津美里町議会定例会１月会議を招集しましたところ、議員各位におかれましては

ご参集を賜り、誠にありがとうございます。本定例会にご提案申し上げます議案３件の提案理由をご

説明いたします。 

 初めに、議案第１号は、令和３年度会津美里町一般会計補正予算（第13号）であります。原油高騰

に伴う必要経費等を見込み、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億1,916万5,000円を追

加し、歳入歳出予算の総額を132億1,478万円とするものであります。 

 次の議案第２号は、改築学校給食センター（仮称）消耗品購入契約についてであります。本案は、

地方自治法第96条第１項第８号及び会津美里町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 次の議案第３号は、改築学校給食センター（仮称）備品購入契約についてであります。本案は、地

方自治法第96条第１項第８号及び会津美里町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 私からは以上であります。審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（横山知世志君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

                                             

    〇議案第１号の議題、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（横山知世志君） 日程第４、議案第１号 令和３年度会津美里町一般会計補正予算（第13号）

についてを議題といたします。 

 ここで、当局より内容の説明を求めます。 

 政策財政課長、鈴木國人君。 

               〔政策財政課長（鈴木國人君）登壇〕 

〇政策財政課長（鈴木國人君） それでは、議案第１号 令和３年度会津美里町一般会計補正予算（第

13号）につきましてご説明をいたします。 

 予算書と併せまして提出案件資料２ページから５ページ、提出案件参考資料１ページから４ページ

を御覧ください。なお、今回の補正予算につきましては、主に住民税非課税世帯等に対する臨時特別
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給付金給付事業及び原油価格の高騰対策に係る補正でございます。事業概要につきまして、提出案件

参考資料として添付をさせていただいております。よろしくお願いいたします。 

 それでは、予算書表紙でございますが、第１条におきまして、歳入歳出予算の補正であります。既

定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億1,916万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ132億1,478万円とするものであります。 

 第２条は、繰越明許費でございます。２枚おめくりいただきまして、第２表、繰越明許費を御覧く

ださい。３款民生費、１項社会福祉費、事業名、総合福祉支援事業、１億3,027万1,000円でございま

すが、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業につきまして、年度内の事業完了が見込

めないことから、繰越明許費を設定するものであります。 

 １枚おめくりいただきまして、３ページを御覧いただきたいと存じます。歳入歳出の補正予算の主

な内容につきまして、事項別明細書によりご説明をいたします。歳入であります。15款国庫支出金、

２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金２億6,079万3,000円の補正増につきましては、１節の住民税

非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費補助金及び給付事務費補助金でございまして、新型

コロナウイルス感染症の影響を受けている住民税非課税世帯等の生活支援として臨時特別給付金を支

給するため、それぞれ記載のとおり新たに計上するものであります。 

 ３目衛生費国庫補助金１億4,517万3,000円につきましては、１節の新型コロナウイルスワクチン接

種体制確保事業補助金について増額をするものであります。 

 次に、16款県支出金、２項県補助金、２目民生費県補助金200万円の補正増につきましては、１節の

原油高騰対応生活困窮世帯緊急補助事業補助金について新たに計上するものであります。 

 ４目農林水産業費県補助金2,800万円の補正増につきましては、１節の施設園芸等燃油価格高騰対策

緊急支援事業補助金について新たに計上するものであります。 

 19款繰入金、１項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金１億1,680万1,000円の補正減につきまして

は、今回の補正予算における一般財源余剰分の調整のため、減額をするものであります。 

 １枚おめくりいただきまして、４ページを御覧ください。歳出でございます。３款民生費、１項社

会福祉費、１目社会福祉総務費２億7,691万4,000円の補正増につきましては、提出案件参考資料の１

ページから３ページに記載いたしました事業に係るものでありますので、提出案件参考資料でご説明

をさせていただきます。 

 提出案件参考資料の１ページを御覧いただきたいと存じます。事業名、住民税非課税世帯等に対す

る臨時特別給付金給付事業であります。事業概要でありますが、新型コロナウイルス感染症の影響を

受けている住民税非課税世帯等の生活支援として臨時特別給付金を支給するものでございます。支援

対象といたしましては、基準日において世帯全員の令和３年度分の住民税が非課税である世帯、それ

から２、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、基準日における令和３年度分の住

民税の非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯であります。支援内容につきましては、対象
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世帯１世帯について10万円を支援するものであります。事業費でありますが、住民税非課税世帯等に

対する臨時特別給付金として２億5,000万円、その事務費として1,054万2,000円を計上するものであり

ます。 

 続きまして、参考資料の２ページでありますが、事業名、住民税非課税世帯に対する灯油購入費等

助成事業であります。事業概要でありますが、原油価格高騰の影響を受けている住民税非課税世帯に

対し、冬期間における暖房用灯油購入費等の一部を助成するものであります。助成対象は、基準日に

おいて世帯全員の令和３年度分の住民税が非課税である世帯であります。助成内容は、対象世帯１世

帯につき5,000円を助成するものであります。事業費といたしましては、福祉灯油購入費等助成金とし

て1,125万円、その事務費として７万4,000円を計上するものであります。 

 続きまして、参考資料の３ページであります。事業名、燃料高騰に伴う社会福祉施設等燃料購入補

助金交付事業であります。事業概要でありますが、原油価格高騰の影響を受けている社会福祉法人等

に対し、施設利用者の送迎及び施設の暖房等に係る燃料購入費用の一部を補助するものであります。

補助対象は、町内で事業を営む社会福祉法人等の冬期間５か月分の施設燃料購入費でございまして、

補助内容といたしましては、それぞれ１リッター当たりですが、ガソリン13円、軽油14円、灯油12円、

重油11円を補助するものでございます。事業費といたしましては、燃料高騰に伴う社会福祉施設等燃

料購入補助金として504万6,000円、事務費として2,000円を計上するものであります。 

 予算書の４ページにお戻りいただきまして、今ほどの３つの事業を実施するため、３節の職員手当

等から18節の負担金補助及び交付金まで、それぞれ記載のとおり新たに計上させていただくものであ

ります。 

 続きまして、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費25万1,000円の補正増につきましては、子育て世

帯臨時特別給付金給付事業に係る時間外勤務手当について増額するものでございます。 

 ５ページに参ります。４款衛生費、１項保健衛生費、２目予防費につきましては、新型コロナウイ

ルスワクチン接種事業に係る費用につきまして、今後の執行見込みにより、11節の役務費から17節備

品購入費まで、それぞれ記載のとおり補正するものであります。 

 次に、５款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費4,200万円の補正増につきましては、原油価

格の高騰対策に係る事業でございますので、提出案件参考資料でご説明をさせていただきます。 

 提出案件参考資料の４ページを御覧いただきたいと存じます。４ページでございますが、事業名、

施設園芸等燃油価格高騰対策緊急支援事業であります。事業概要は、原油価格の高騰により、燃油の

使用量を削減するため新たに保温資材や重油を使用しない加温機を購入する園芸農業者に対し補助金

を交付するものであります。支援対象といたしましては、福島県施設園芸等燃油価格高騰対策緊急支

援事業補助金の交付要件を満たす者であり、野菜、山菜、花卉、野菜苗、花卉苗、キノコ類を栽培し、

出荷販売をする農業者でございます。燃油の使用量を事業実施前年度の実績よりも削減する計画があ

り、事業実施前年度の出荷量を維持する取組であることとするものであります。支援内容といたしま
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しては、重油及び灯油の使用を抑制するため新たに購入する内張り被覆資材、ヒートポンプ、循環扇、

トンネル資材等の購入費用について補助するものでございまして、事業費でありますが、施設園芸等

燃油価格高騰対策緊急支援事業補助金として4,200万円を計上するものであります。 

 予算書５ページにお戻りください。今ほどご説明いたしました内容につきまして、18節の施設園芸

等燃油価格高騰対策緊急支援事業補助金4,200万円を新たに計上するものであります。 

 なお、次ページ以降につきましては給与費明細書を添付してございます。御覧いただきたいと存じ

ます。 

 歳入歳出の説明は以上であります。どうぞよろしくお願いいたします。 

〇議長（横山知世志君） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。歳入歳出を一括しての質疑はありませんか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（横山知世志君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終了いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許可します。反対討論はありませんか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（横山知世志君） なしと認めます。 

 これをもって討論を終了いたします。 

 これより議案第１号を電子採決システムにより採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンを押してく

ださい。 

               〔各議員投票〕 

〇議長（横山知世志君） 押し忘れはありませんか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（横山知世志君） なしと認めます。 

 これをもって採決を確定いたします。 

 賛成全員。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                             

    〇議案第２号の議題、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（横山知世志君） 日程第５、議案第２号 改築学校給食センター（仮称）消耗品購入契約に

ついてを議題といたします。 

 ここで、当局より内容の説明を求めます。 
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 教育文化課長、松本由佳里君。 

               〔教育文化課長（松本由佳里君）登壇〕 

〇教育文化課長（松本由佳里君） それでは、議案第２号 改築学校給食センター（仮称）消耗品購

入契約についてご説明いたします。 

 議案書１ページ、提出案件資料１ページ上段、提出案件参考資料５ページを御覧ください。本案は、

改築学校給食センター（仮称）消耗品購入契約について、地方自治法第96条第１項第８号及び会津美

里町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議

決を求めるものです。 

 契約の目的は、現在改築工事を進めております会津美里町学校給食センターにおいて使用する消耗

品の購入で、契約の内容といたしましては、学校給食用ボウルや仕切り皿等の食器類、トレー、スプ

ーンや箸、また包丁やまないたなどの調理器具類等でございます。 

 契約の方法は、指名競争入札であります。 

 契約金額は、581万3,867円です。 

 契約の相手方は、福島県大沼郡会津美里町下堀字中川498番地、有限会社川嶋厨房設備、代表取締役、

川嶋一雄であります。 

 説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（横山知世志君） 説明が終わりました。 

 質疑があればこれを許可します。質疑はございませんか。 

 ９番、渋井議員。 

〇９番（渋井清隆君） 議案第２号の関係で、入札の方法なのですが、指名競争入札ということでな

っております。しかし、これ300万以上、一般土木建築工事、工事については300万以上の場合、予定

価格ですね、これについては指名競争入札もあります。1,000万以上になってくると制限競争、一般競

争入札になります。1,000万以下ですね。しかしながら、測量設計委託、物品の購入、分類としては消

耗品となっています。これについては、300万を超えない分、要するに300万未満については指名競争

入札となっております。しかしながら、この場合予定価格910万を超えています。そうだとすれば、こ

の入札制度に係る研修会の資料、これを見れば制限付一般競争入札と、こうなっているのです。ここ

らの区域の分け方が300万以上と以下、ここがちょっと合わないのではないでしょうか。この理由はど

うなのでしょうか。 

〇議長（横山知世志君） 答弁。 

〇９番（渋井清隆君） 議長、これ勉強会のときに渡していますよね。私これでもって説明している

のです。 

〇議長（横山知世志君） ちょっと待ってください。 

〇９番（渋井清隆君） これを見れば分かるはずです。 
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〇議長（横山知世志君） 暫時休憩します。 

               休 憩  （午後 １時５２分） 

                                             

               再 開  （午後 １時５６分） 

〇議長（横山知世志君） 再開します。 

 答弁、総務課長。 

〇総務課長（國分利則君） ただいまのご質問でございますが、まず議員お示しの資料、これは令和

３年８月６日の議会の研修会資料の件だと、この資料の中身だと思います。そこの10ページの設計金

額別入札方法の箇所の件だと思いますが、この件につきまして、表の一番下表の備品、財産の購入等

につきましては、300万以上の場合については制限付一般競争入札（指名選考委員会）というような表

記をさせていただいておりました。しかし、これにつきましては、大変申し訳ございません、300万以

上につきましては、今の制度上、指名競争入札、これにつきましては指名選考委員会で審議する内容

でございましたので、大変申し訳ございません、８月６日の研修資料の金額別入札方法の表記が間違

っておりましたので、この場でおわびさせていただきたいと思います。申し訳ございませんでした。 

〇議長（横山知世志君） ９番、渋井議員。 

〇９番（渋井清隆君） この入札の方法の金額の捉え方というのは、確かに自治法にもありますけれ

ども、これは各自治体の財政規模でもって、法律の範囲内で定めているわけです。したがって、これ

は今便宜上そういうふうに答弁を申し上げていますが、あくまでもこれを見てください。130万以下の

場合は随契ですよね。したがって、指名選考委員会は要らないと、300万以下は要らないのです。これ

全部違ってきますよ、そういう答え方しますと、答弁は。これを見てください。例えば一般土木、指

名競争は130万以下ですよ。選考委員会にかけるのは300万以下ですよ。言っていることが違いますよ、

あなた。 

〇議長（横山知世志君） 総務課長。 

〇総務課長（國分利則君） 確かにこの６日の資料が間違っていたことについて、大変申し訳ござい

ません。ただ、現在の町の入札の制度上、今回の消耗品の入札につきましては、あくまでも指名競争

入札で指名選考委員会の中で審議する内容としてやっておりますので、問題ないかと思っております。 

 以上でございます。 

〇議長（横山知世志君） ９番。 

〇９番（渋井清隆君） 指名選考委員会、それでは今言った根拠をちゃんと、では財産の物品がどう

のこうのという、それは町の例規集なり規定なり、どこに書いてあるのですか、それ。示してくださ

い。 

〇議長（横山知世志君） 総務課長。 

〇総務課長（國分利則君） ただいま議員のおただし、それを示してくれということでございますが、
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あくまでもこの基準につきましては町の運用上の取扱いということで、その指名選考委員の中で毎年

協議をしまして、毎年やっているというようなことでございますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

               〔何事か言う人あり〕 

〇議長（横山知世志君） ９番、ちょっと、３回でありますが、許可しますので、答弁者も簡潔に分

かりやすく答弁するように。 

 ９番、渋井議員。 

〇９番（渋井清隆君） 今申し上げていますのは、やはり規則、規定というのは、運用上と中身に書

いていなければ、条例は公のことを書いてあります。それがちゃんと書いてあるのがこれなのでしょ

うというの。それを基づいて私は質問しているのに対して、総務課長は何を根拠と基にして言ってい

るのかというと、その都度、その都度選考委員会にかけてやっているのだ、こんなばらばらなことは

ないでしょう、自治体が。ちゃんと運用上になっていれば、例規集の中にも書いてあれば、公開原則

ですよ。どこに書いてあるのですかということを聞いているのです、今。 

〇議長（横山知世志君） 総務課長。 

〇総務課長（國分利則君） ただいまのご質問でございますが、まず今回、今渋井議員がおっしゃっ

ているこの資料につきましては、大変申し訳ございませんでした。こちらの手違いで間違った表記を

いたしました。その件については大変申し訳ございません。 

 その根拠と申しますが、いわゆる例規集、例えば条例なり規則、要綱上にきっちり表記するべきで

あろうというご質問だと思いますが、現在そういった規定の要綱等はございません。ただ、今般入札

制度の見直しを行っておりますので、そこの中で改めて今検討させていただきたいと考えてございま

す。 

 以上でございます。 

               〔「議長、もう一回言わせて」と言う人あり〕 

〇議長（横山知世志君） ９番。 

〇９番（渋井清隆君） 改めて見直ししていると、見直ししているから、いいのだと、そういう問題

ではないでしょうというの。現行法規は今でしょうということを言っているのです。今のことを言わ

ないで、見直しのことを言っていたってしようがないでしょう、それは。今後の対応の仕方でしょう

が。今現在ですよ。ちゃんと答弁してください。何回もないのですから、答弁のあれは。 

〇議長（横山知世志君） 総務課長。 

〇総務課長（國分利則君） ですから、現在はそういった要綱等の表記はない中で運用しているとい

うことでございます。 

               〔何事か言う人あり〕 

〇議長（横山知世志君） ９番。 
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〇９番（渋井清隆君） 条例でも何でも議会の議決でもって従って、規則、規定は運用上でやるから、

議決は要らない。いつでも改正はできるわけだから。なぜそういう結果をやらないで、今見つかった

から、そういうことだという、便宜上しゃべっているだけでしょう。法律は現行上で動くのですよ。

いつ幾日から適用した、いつ幾日から適用する、遡及で、みんな附則でうたうでしょう、そういうの

を。そういうのは全然関係なくて、条例も法令も何にも要らないということを言っているでしょう。

総務課長が言うのは、条例というのは金科玉条のごとし立派なものをつくっても、そういうふうに守

る人がいなければ、何らつくる意味がないのです。誰しもが分かることなのです。例えば総務課長が

いなくなったら、今の言葉誰ができますか。何も書いていないのだから。これは、誰がいなくなって

も公平にそれをもって運用するものが規則とかそういうものなのです。書面審議なのです。言葉で、

いや、これだったら、今ここから見直すから、今これでやっているのだと、これはないでしょう。で

あれば、こういうことを我々に出さなければいいのだよ、この間。未知数のやつは。決定したから、

出したのでしょう。ちょっと言っていることがおかしいですよ、あなた、総務課長として。 

〇議長（横山知世志君） 総務課長。 

〇総務課長（國分利則君） まず、この今議員お示しの資料でございますが、これは現行今入札制度

の改革を行っている中で、現状の入札制度について町が作り、議員の皆様にご説明申し上げた資料で

ございます。まず、そこは１点ご理解いただきたいと思います。再三にわたる条例、規則なりの根拠

が必要だろうという議員のご指摘だと思いますが、当然必要であれば条例なり規則は必要だと思って

おりますが、この金額については基本的には必要ないものと考えております。しかしながら、やはり

明確な基準は必要だと思っておりますので、その基準については、毎年、指名選考委員会の中で決定

をしているということでございます。 

 以上でございます。 

〇議長（横山知世志君） 総務課長、正確な資料を求めたいと思いますので、提出してください。 

 総務課長。 

〇総務課長（國分利則君） 了解いたしました。大変申し訳ございませんでした。 

               〔「はい、分かりましたって、出せるのかい、それ。つ 

                 くってもいないのに出せないべ。」と言う人あり〕 

〇議長（横山知世志君） 現在までの分で。後日でいいです。 

 根本謙一議員、12番。 

〇12番（根本謙一君） 今の質疑を聞いておりますと、何ほど本当にお恥ずかしい限りだなと。我々

に説明してきた内容が間違っていましたと、今さらにそういうことを言わなければならないという、

これは全く残念で、審議のしようがないに値する議案だと思います。それはそれでしっかり整理つけ

て、議会にお示しをいただきたい。 

 具体的に内容に入ります。いわゆるこの入札結果表を見ますと、落札者の金額があまりにも低くて、
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計算しますと57％ほどで落札されております。ほかの入札者を見ますと、２番目に上がっております

のが95％です。あまりにも差があり過ぎて、同じ仕様書から積算されたとは想定しにくい。いわゆる

質上にとっても、品物の質、問題はないのか、その辺は所管としてどのように捉えているのか、この

ままこの価格でいってしまっていいのかということも含めてご答弁をいただきたい。 

〇議長（横山知世志君） 教育文化課長。 

〇教育文化課長（松本由佳里君） ただいまのご質問でございますが、今回落札されました川嶋厨房

設備の金額について、ほかの業者よりも安いのではないかというような内容でございましたが、仕様

書としてはもちろん皆さん同じ仕様書を御覧いただいての入札の結果でございますので、特に問題は

ないかと思っております。また、ここに示しました業者につきましては、調理器具等を常日頃扱って

いる業者ということでございますので、特に学校給食用の調理器具等には詳しいといいますか、常日

頃も扱っているような業者でございますので、特に問題ないと思っております。 

 以上です。 

〇議長（横山知世志君） 根本謙一議員。 

〇12番（根本謙一君） そう答弁するしかないのかもしれませんけれども、現実この数字を見てくだ

さい。課長は、この数字を見て何も疑問を持たないで、一番安価なほうで落札されてよかったという

ふうなことなのか。ほかの３番目、４番目、５番目は近いです。落札者だけが金額があまりにも低過

ぎると。普通、素人でもこれおかしくないか、大丈夫かと普通は思うと思います。そこは業者等に確

認するとか、あるいは独自に調査するとか何もなくて、いや、入札価格上これでいいのだというふう

なことで済ますのか、私は少し強い懸念を持つものですけれども、再度の認識を伺います。 

〇議長（横山知世志君） 教育文化課長。 

〇教育文化課長（松本由佳里君） ただいまの再度のご質問でございますが、先ほども申し上げまし

たが、こちらの業者につきましては常日頃学校給食関係の物品を取り扱っておりまして、その仕入先

等も様々いろんなメーカー等もよく承知している業者ではございますので、そちらの業者の企業努力

と考えております。特に問題はないと考えております。 

 以上です。 

〇議長（横山知世志君） 根本謙一議員。 

〇12番（根本謙一君） ３番目ですので、これで終わりますけれども、企業努力と簡単に課長はおっ

しゃいますけれども、２番目の入札価格と30％も違うのです。確かにこの入札者の事業内容も知って

おります。品物そのものに不足があるとかなんとかという、そこまでの疑念は私は持っているもので

はありませんけれども、いずれにしても入札価格のあまりにもこの差、これはやっぱりそれなりの対

応はすべきではなかったかというふうに思います。あまりにも開き過ぎます。原価を割っても仕事を

取りたいという、いわゆる建設業界でもよくある話ですけれども、本当にそれでいいのですかと、そ

ういうやり方で町は受けていいのですかということです。再度のご答弁お願いします。 
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〇議長（横山知世志君） 教育文化課長。 

〇教育文化課長（松本由佳里君） 再度のおただしでございますが、何度も申し上げておりますが、

同じ仕様書により適正に入札を実施した結果でございますので、またこの業者につきましては、学校

給食のいろんなことを今までも取り扱った実績もございますので、この業者については適正であると

思っております。 

 以上です。 

〇議長（横山知世志君） ６番、長嶺議員。 

〇６番（長嶺一也君） 予定価格の設定についてお伺いします。 

 落札者以外の４者、応札した業者の金額を見ますと、税込み価格になりますと、予定価格を超えて

おります。１者しか、予定価格以内に収まったのは１者だけではあるのですけれども、４者が予定価

格を上回っている応札の金額になっているわけなのですが、そもそもこの予定価格の設定がちょっと

低かったのではないのかなと思うのですけれども、この設定についてはどうなのか、お聞きします。 

〇議長（横山知世志君） 教育文化課長。 

〇教育文化課長（松本由佳里君） この予定価格の設定につきましては、この入札に参加していない、

別な、こちらのほうで指定した地元ではない業者、メーカー等に３者ほど実勢価格を見積りを取りま

して、その平均を取ったところでございます。特に一つ一つの詳しいメーカー指定ではございません

でしたので、同等品ということで仕様に合わせたもので見積りを取りまして、平均の実際の実勢価格

ということで予定価格を設定したものでございます。 

 以上です。 

〇議長（横山知世志君） 10番、星次議員。 

〇10番（星  次君） ２点ほどお伺いいたします。 

 起工伺いをやって、指名内申、それから指名選考委員会からもらって、通知を出して、２者が辞退

しているのです。この辞退した理由を聞かせてください。というのは、先ほど課長は調理器具を扱っ

ている業者を指名したのだと言っていますが、ばらばらです。この７業者の中で物品を納入している

業者と設備工事をしている業者、これはばらばら、こういう指名の仕方がないのです。先ほど言った

みたいに、調理器具を専門に扱っている業者というのはいるのです。その見積り取った業者、そうい

うところからやっているにもかかわらず、ここの７業者のうち２業者が辞退したというのはそれなり

の理由があるのです。できないのです、この業者の方々は本当に納期限があるし、そういうところを

お聞かせください。 

 もう一点、この業者、最低価格で落札した業者、これ納期限に、３月23日まで、これ自分で作るわ

けでないので、やっぱりメーカーに頼むのです。その辺の流れをちゃんと把握してやらないと間に合

わないと思うのです。その辺ちゃんと確認しているかどうか、お聞かせください。 

〇議長（横山知世志君） 教育文化課長、まず辞退理由について答弁。 
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 教育文化課長。 

〇教育文化課長（松本由佳里君） ただいまのご質問でございますが、辞退した２者につきましては、

特に辞退の理由をこちらで確認しているものではございません。 

 ただ、こちらに指名した７者につきましては、町の工事等請負有資格業者名簿に登録されている業

者で、学校給食に関わりがあり、厨房、衛生器具等を主な営業品目にする事業者を指名したところで

ありますので、今ほども申し上げましたが、学校給食の器具類等については営業品目としているとい

う判断で、この７者を指名したところでございます。 

〇議長（横山知世志君） 10番。 

〇10番（星  次君） 我々３回しかできないので、課長、明確なる答弁をお願いしたいのですが、

課長は今言ったのです。辞退した理由が分からなくて、何で辞退ってここに記載してあるのですか。

どこで、では把握したか教えてください。 

〇議長（横山知世志君） 教育文化課長。 

〇教育文化課長（松本由佳里君） こちらに、入札結果表に載ってございます辞退の下の段のほうに

書いてございます日付で辞退届が提出されたものでございます。 

〇議長（横山知世志君） 10番。 

〇10番（星  次君） これで３回になってしまうから、ちょっと…… 

〇議長（横山知世志君） その次の納期の部分は、まだ３回あります。 

〇10番（星  次君） この記載している日にちは分かります、辞退と。ただ理由もなく辞退だった

のですか。文書で来たのが、その辺教えてください。 

〇議長（横山知世志君） 教育文化課長。 

〇教育文化課長（松本由佳里君） 辞退届については特に理由を記載する欄もございませんので、辞

退届ということで受け付けたものでございます。 

 以上です。 

〇議長（横山知世志君） 10番、２つ目の納期の件について。 

〇10番（星  次君） それで、先ほど１回目の途中に言いましたが、容器で、この個数、330という

ふうな個数があるのです。それで、納期までに納入できるかというような心配があるわけでございま

す。それで、仕様書をちょっと見ないと分からないですが、このボウルとかトレーとか仕切り皿とい

うのは、種類がアルマイトとか、ステンレスとか、どちらかとか、きちんとその辺は仕様書に書かれ

ていると思うのですが、納期に間に合わないときは、４月から学校昼食始まるので、古いものを使お

うかなんていうことにならないように私は心配するので、質問しているのです。その辺よろしくお願

いします。 

〇議長（横山知世志君） 教育文化課長。 

〇教育文化課長（松本由佳里君） 仕様書のほうにＰＥＮ樹脂ということで、具体的な仕様もきちっ
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と記載されておりまして、なおかつ納期につきましても、入札の際にも納期内の納品ということで、

こちらのほうからもきちっと確認しておりますので、こちらの今回の入札の消耗品につきましては納

期内納品が可能であると考えております。 

〇議長（横山知世志君） 10番。 

〇10番（星  次君） 品物についてちょっと聞きづらかったので、再度はっきり言ってほしいと思

います。 

〇議長（横山知世志君） 教育文化課長。 

〇教育文化課長（松本由佳里君） 樹脂製なのですが、ＰＥＮ樹脂製というものでございます。それ

は、ボウルや仕切り皿等、食器類についてはそういった樹脂製のものでございます。これは、今現在

高田学校給食センターのほうでも使用しているような素材のものでございます。 

 以上です。 

〇議長（横山知世志君） 13番、根本剛議員。 

〇13番（根本 剛君） 星議員ともちょっと関連するのですけれども、関連してお聞きします。 

 まず、この納期の件も本当に守られるのか。さらには、これ納期には間に合わないから、事業の変

更契約等が公共工事でよく見受けられるのです。入札当初はこういう価格で落札、応札した件がある

わけですけれども、その後、議会にはのっからないので、事業変更契約として行政報告にのっかるこ

とが多々あるのですから、そういう点で私は確約という意味で事業の変更契約はないものと、この場

でお約束願えますか。その辺のをちょっと聞いておきます。 

〇議長（横山知世志君） 教育文化課長。 

〇教育文化課長（松本由佳里君） 基本的に令和４年度４月の当初から新しい学校給食センターで給

食を提供することに方針として決めておりますので、納期はきちっと守っていただいて、納品してい

ただくようにお願いしておりますので、よほど大きな災害等、例えばですけれども、何かない限りは

きちっと計画どおりにいくものと考えております。 

 以上です。 

〇議長（横山知世志君） ほかにありませんか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（横山知世志君） ないようですので、これで質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。反対討論はありませんか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（横山知世志君） なしと認めます。 

 これをもって討論を終了いたします。 

 これより議案第２号を電子採決システムにより採決いたします。 
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 本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンを押してく

ださい。 

               〔各議員投票〕 

〇議長（横山知世志君） 押し忘れはありませんか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（横山知世志君） なしと認めます。 

 これをもって採決を確定いたします。 

 賛成全員。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                             

    〇議案第３号の議題、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（横山知世志君） 日程第６、議案第３号 改築学校給食センター（仮称）備品購入契約につ

いてを議題といたします。 

 ここで、当局より内容の説明を求めます。 

 教育文化課長、松本由佳里君。 

               〔教育文化課長（松本由佳里君）登壇〕 

〇教育文化課長（松本由佳里君） それでは、議案第３号 改築学校給食センター（仮称）備品購入

契約についてご説明いたします。 

 議案書２ページ、提出案件資料１ページ下段、提出案件参考資料６ページを御覧ください。本案は、

改築学校給食センター（仮称）備品購入契約について、地方自治法第96条第１項第８号及び会津美里

町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決

を求めるものです。 

 契約の目的は、現在改築工事を進めております会津美里町学校給食センターにおいて使用する備品

の購入で、契約の内容といたしましては、角型二重食缶等でございます。 

 契約の方法は、指名競争入札であります。 

 契約金額は、1,078万2,578円です。 

 契約の相手方は、福島県大沼郡会津美里町下堀字中川498番地、有限会社川嶋厨房設備、代表取締役、

川嶋一雄であります。 

 説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（横山知世志君） 説明が終わりました。 

 質疑があればこれを許可します。質疑はございませんか。 

 ９番、渋井清隆議員。 

〇９番（渋井清隆君） これも議案第２号と全く入札の方法は同じですが、それでなく、別な方法で



 - 17 -

ちょっとお聞きしたいと思ったのですが、これは物品、要するに物品の購入契約。そうしますと、こ

れ備品ということになっていますので、この備品とする分類。備品ですよね、分類は。あと、備品に

ついての定義があると思うのです。それについてお伺いしたい。 

〇議長（横山知世志君） 教育文化課長。 

〇教育文化課長（松本由佳里君） ただいまのご質問でございますが、備品購入の備品の定義でござ

いますが、３万円以上、３年以上使用するということでの備品購入ということでございます。 

〇議長（横山知世志君） ９番。 

〇９番（渋井清隆君） これは明確にありますよね、備品というの。３万円以上は当たっています。

ただ、これはあくまでもおおむねの云々です。おおむね３年以上、おおむね３万円以上ですか、図書

をもって閲覧と。これは財務規則、地方自治法からも来ているのですけれども、この第194条、分類に

別表３に明確にあるのです。ですから、３万ばかりではないのです。せっかく、先ほども言うように、

こういうものがちゃんとあるのです、運用は。ですから、先ほども総務課長の答弁はいかがなものか

というのと同じなの。したがって、説明する場合はやはりそういうところをきちんと、３万ばかりで

はないのです。明確に書いてあるのですから、それをきちんと分かった上で説明願いたい。 

 以上。 

〇議長（横山知世志君） 教育文化課長。 

〇教育文化課長（松本由佳里君） 議員ご指摘のとおりで、財務規則の部分につきましてもきちっと

説明すべきであったかと思います。申し訳ありませんでした。 

〇議長（横山知世志君） 最後ちょっと聞こえなかった。 

〇教育文化課長（松本由佳里君） 財務規則についてもきちっと説明すべきであったと思います。す

みません。 

〇議長（横山知世志君） ほかにありませんか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（横山知世志君） ないようですので、質疑を終了いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許可します。反対討論はありませんか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（横山知世志君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終了いたします。 

 これより議案第３号を電子採決システムにより採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンを押してく

ださい。 

               〔各議員投票〕 
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〇議長（横山知世志君） 押し忘れはありませんか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（横山知世志君） なしと認めます。 

 これをもって採決を確定いたします。 

 賛成全員。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                             

    〇散会の宣告 

〇議長（横山知世志君） 以上をもちまして本定例会１月会議に付議されました案件の審議は終了い

たしました。 

 これで令和４年会津美里町議会定例会１月会議を散会いたします。 

               散 会  （午後 ２時３０分） 
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